
 

 

民生委員・児童委員について 
 

 

 

～小さな気づき 寄り添う心 頼れる地域の「つなぎ役」～ 

民生委員・児童委員は、地域の皆さんからの相談に応じ、行政・関係機関との「つなぎ役」とし

て活動しています。自治会町内会から推薦を受け、厚生労働大臣から委嘱される非常勤特別

職の地方公務員で、区内では 405人※が活動しています。                    

任期は３年で、令和４年 12月１日には全国一斉改選を迎えます。 

民生委員・児童委員の中には、子どもや子育て等の児童福祉に関することを専門に担当する

主任児童委員がいます。（区内４４人※）       ※令和４年４月１日現在 

民生委員・児童委員はこんな活動をしています 

・高齢者や障害者への福祉サービスに関する情報提供・相談 

・地域住民と協力して、高齢者や子育世帯向けのサロンの運営 

・子育ての悩み相談や虐待防止の啓発 

 

いきいき体操                       手形足形記録会 
～師岡いきいき体操は、今年１０周年を迎えました～          ～師岡子育てルーム🍩どーなつの様子～ 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員の活動の詳細についてはこちら！ 

港北区ホームページ                  師岡民生委員・児童委員ホームページ 

地域の担 い手②  

 


